
11 月の当番医　
11月  4 日  坂本クリニック（電話72-0210）
11月 11日  伴 病 院（電話72-0029）
11月 18日  野 田 医 院（電話72-0307）
11月 25日  矢部広域病院（電話72-1121）

山都町の人口
〔平成24年９月30日現在〕

男　　8,423人   （－４）
女　　9,041人   （－７）
計　 17,464人  （－11）
世帯   6,754戸   （+１）
※（　）は前月比
※最高齢は106歳〔女性１人〕
※１月１日～９月30日の出生届数
　61人（うち９月は９人）
※１月１日～９月30日の死亡届数
　233人（うち９月は19人）

和
光
教
室
書
道
部
の
山
本
淳
子
さ
ん
（
米
生
）
作

裁判員制度
　裁判員制度は、平成21年５月に施行され、平成23年は8,815人が裁判員
として裁判に参加されています。
　平成25年の裁判員候補者名簿に登録された方に通知書を送付します。
この通知は来年２月から平成26年２月までの１年間、裁判員に選ばれる
可能性のあることを事前にお伝えするものです。ですので、通知が来た
ことで裁判員に選ばれたわけではありません
ので、すぐに裁判所にお越しいただく必要は
ありません。
　国民の皆さまの積極的な参加により、裁判
員制度は円滑に実施されています。引き続き
ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ
　役場　総務課　総務係（７２―１１１１） 【名簿記載通知の発送用封筒】

▼
や
ま
な
み
の
会

ひ
と
廻
り
し
て
み
る
庭
や
夜
の
秋 

草
樹　
　

萌

盆
の
来
る
心
構
へ
に
あ
り
に
け
り 

水
野　

信
子

俳
話
録
繙
く
夜
や
虫
の
秋 

原
田　

和
子

と
き
め
き
も
な
き
日
日
な
の
に

　
　
　
　
　

郵
便
車
来
れ
ば
と
き
め
く
子
の
便
り
か
と 

木
下
ス
エ
オ

六
・
二
六
の
水
害
の
様

　
　
　
　
　

思
い
出
す
白
川
増
水
の
映
像
見
つ
つ 

今
村　

芳
子

矢
部
の
夏
昼
は
暑
い
が
夜
涼
し

　
　
　
　
　

ク
ー
ラ
ー
無
し
で
ぐ
っ
す
り
眠
る 

本
田
健
二
郎

▼
通
潤
句
会

お
供
へ
は
昔
の
ま
ま
の
良
夜
か
な 

菅　

清
次
郎

身
を
任
す
上
昇
気
流
鳥
渡
る 

菊
池　

成
河

▼
清
和
短
歌
会

人
を
恋
歌
を
恋
し
て
幾
星
霜
米
寿
迎
へ
し
空
の
青
さ
よ 

山
本　

フ
サ

ひ
と
夏
の
命
惜
し
む
か
蝉
し
ぐ
れ

　
　
　
　
　

逝
き
し
屍
に
哀
れ
さ
残
る 

大
塚　

叢
司

拓
魂
を
大
地
に
刻
み
六
十
歳
の

　
　
　
　
　

坂
を
歩
み
て
咲
く
悲
願
花 

兼
瀬　

哲
治

▼
馬
見
原
酔
山
会

七
輪
の
秋
刀
魚
じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
食
卓
へ 

岩
永　

周
子

紫
蘇
の
実
の
か
ほ
り
仄
か
に
掌
に 

工
藤
美
智
子

赤
子
抱
き
熟
田
見
渡
す
好
き
日
か
な 

高
田
ゆ
か
り

訂正とお詫び
　広報やまと９月号（９月 26 日発行）に
おいて、記事に誤りがありました。関係者
のみなさまには大変ご迷惑をおかけしま
した。お詫びして訂正します。
○（４ページ）清和地区青少年健全育成会
議講演会　内

（誤）「８月 24 日、清和体育館で」
　　→（正）「８月 17 日、清和体育館で」
○（14 ページ）保健センターだより
　タイトル
（誤）「清和保健センターだより」
　　→（正）「保健センターだよりVol.15」
○（22 ページ）わたしたちの人権　相談
窓口内　健康福祉課（矢部地区）

（誤）７２－１１２９
　　→（正）７２－１２２９

わ
た
し
た
ち
の
人
権

わ
た
し
た
ち
の
人
権

だ
れ
も
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
う
え
で
侵
す
こ

と
の
で
き
な
い
当
然
の
権
利
こ
れ
が
『
人
権
』
で
す 92

山
都
町
の
人
権
条
例

　

国
で
は
、
人
権
尊
重
の
理
念
に
対
す
る
理
解
を
深
め
人
権

の
擁
護
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
平
成
12
年
12
月
に
「
人

権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ

れ
ま
し
た
。

　

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、
部
落
差
別
を
は
じ
め
と
す

る
差
別
の
撤
廃
と
人
権
擁
護
を
目
的
と
し
た
「
人
権
条
例
」

が
全
国
各
地
で
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
都
町
で
も
、
平
成

20
年
３
月
議
会
に
お
い
て
「
山
都
町
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
な
く

し
人
権
を
大
切
に
す
る
条
例
」
が
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
条
例
を
制
定
す
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
町
と
し
て
道
徳
的

規
範
と
し
て
の
条
例
を
制
定
し
、
人
権
尊
重
の
社
会
の
実
現

を
目
指
す
た
め
で
す
。

　

人
間
は
自
分
の
意
志
で
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
を
選
ぶ
こ
と
が

で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
差
別
部
落
出
身
と
い
う
だ

け
で
様
々
な
差
別
を
受
け
、
基
本
的
人
権
を
侵
害
さ
れ
て
い

る
現
実
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
同
和
問
題
で
あ
り
、
い
わ
ゆ

る
部
落
問
題
の
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
理
不
尽
な
差
別
が

社
会
意
識
と
し
て
空
気
の
よ
う
に
存
在
し
、
部
落
差
別
を
は

じ
め
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
生
み
出
す
土
壌
と
な
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

部
落
差
別
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
な
く
し
、
お
互

い
が
幸
せ
に
生
き
る
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
、
私
た
ち
一
人

ひ
と
り
が
日
々
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

山
都
町
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
な
く
し

人
権
を
大
切
に
す
る
条
例

　
（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
条
例
は
、
す
べ
て
の
国
民
に
基
本

的
人
権
を
保
障
し
、
法
の
下
の
平
等
を
定
め
る
日

本
国
憲
法
の
理
念
及
び
国
の
同
和
対
策
審
議
会
答

申
の
精
神
に
基
づ
き
、
も
っ
と
も
深
刻
に
し
て
重

大
な
社
会
問
題
で
あ
る
部
落
差
別
を
は
じ
め
、
あ

ら
ゆ
る
差
別
を
な
く
し
人
権
の
擁
護
を
図
る
こ
と

に
よ
り
、
人
権
尊
重
を
基
本
と
す
る
差
別
の
な
い

明
る
い
住
み
よ
い
山
都
町
づ
く
り
を
実
現
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
町
の
責
務
）

第
２
条　

町
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

必
要
な
施
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、

行
政
す
べ
て
の
分
野
で
町
民
の
人
権
意
識
の
高
揚

に
努
め
る
。

　
（
町
民
の
責
務
）

第
３
条　

町
民
は
、
互
い
に
基
本
的
人
権
を
尊
重

し
、
部
落
差
別
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
な

く
す
た
め
の
施
策
に
協
力
す
る
。
ま
た
、
自
ら
も

人
権
侵
害
の
撤
廃
に
努
め
る
。

　
（
町
の
施
策
の
推
進
）

第
４
条　

町
は
、
基
本
的
人
権
を
擁
護
し
、
部
落

差
別
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
な
く
す
た
め

に
必
要
な
環
境
の
改
善
、
社
会
福
祉
の
充
実
、
産

業
の
振
興
、
職
業
の
安
定
、
教
育
の
充
実
等
に
関

す
る
施
策
に
つ
い
て
、
町
民
及
び
各
種
団
体
と
協

力
の
う
え
推
進
に
努
め
る
。

　
（
啓
発
活
動
の
充
実
）

第
５
条　

町
は
、
町
民
の
人
権
意
識
の
高
揚
を
図

る
た
め
、
各
種
団
体
と
の
連
携
を
強
化
し
、
充
実

し
た
啓
発
活
動
を
行
い
人
権
を
大
切
に
す
る
社
会

づ
く
り
に
努
め
る
。

　
（
推
進
体
制
の
充
実
）

第
６
条　

町
は
、
部
落
差
別
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ

る
差
別
を
な
く
す
こ
と
に
関
す
る
施
策
を
効
果
的

に
推
進
す
る
た
め
、
国
、
県
及
び
各
種
団
体
と
連

携
を
図
り
、
推
進
体
制
の
充
実
に
努
め
る
。

人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発

の
推
進
に
関
す
る
法
律

　
（
目
的
）

第
１
条　

こ
の
法
律
は
、
人
権
の
尊

重
の
緊
要
性
に
関
す
る
認
識
の
高
ま

り
、
社
会
的
身
分
、
門
地
、
人
種
、

信
条
又
は
性
別
に
よ
る
不
当
な
差
別

の
発
生
等
の
人
権
侵
害
の
現
状
そ
の

他
人
権
の
擁
護
に
関
す
る
内
外
の
情

勢
に
か
ん
が
み
、
人
権
教
育
及
び
人

権
啓
発
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
つ

い
て
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
国

民
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
必
要
な
措
置
を
定
め
、
も
っ
て

人
権
の
擁
護
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

　
（
定
義
）

第
２
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
人

権
教
育
と
は
、
人
権
の
尊
重
の
精
神

の
涵
養
を
目
的
と
す
る
教
育
活
動
を

い
い
、
人
権
啓
発
と
は
、
国
民
の
間

に
人
権
尊
重
の
理
念
を
普
及
さ
せ
、

及
び
そ
れ
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を

深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
広
報
そ

の
他
の
啓
発
活
動
（
人
権
教
育
を
除

く
。）
を
い
う
。

　
（
基
本
理
念
）

第
３
条　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
が

行
う
人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
は
、

学
校
、
地
域
、
家
庭
、
職
域
そ
の
他

の
様
々
な
場
を
通
じ
て
、
国
民
が
、

そ
の
発
達
段
階
に
応
じ
、
人
権
尊
重

の
理
念
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
こ

れ
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
多
様
な
機
会
の
提
供
、
効
果
的

な
手
法
の
採
用
、
国
民
の
自
主
性
の

尊
重
及
び
実
施
機
関
の
中
立
性
の
確

保
を
旨
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
（
国
の
責
務
）

第
４
条　

国
は
、
前
条
に
定
め
る
人

権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
基
本
理
念

（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。）
に

の
っ
と
り
、
人
権
教
育
及
び
人
権
啓

発
に
関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び

実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

　
（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
５
条　

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本

理
念
に
の
っ
と
り
、
国
と
の
連
携
を

図
り
つ
つ
、
そ
の
地
域
の
実
情
を
踏

ま
え
、
人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
に

関
す
る
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施

す
る
責
務
を
有
す
る
。

　
（
国
民
の
責
務
）

第
６
条　

国
民
は
、
人
権
尊
重
の
精

神
の
涵
養
に
努
め
る
と
と
も
に
、
人

権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現
に
寄

与
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
（
基
本
計
画
の
策
定
）

第
７
条　

国
は
、
人
権
教
育
及
び
人

権
啓
発
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か

つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
人

権
教
育
及
び
人
権
啓
発
に
関
す
る
基

本
的
な
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
（
年
次
報
告
）

第
８
条　

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、

政
府
が
講
じ
た
人
権
教
育
及
び
人
権

啓
発
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
報

告
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
財
政
上
の
措
置
）

第
９
条　

国
は
、
人
権
教
育
及
び
人

権
啓
発
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る

地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
当
該
施
策

に
係
る
事
業
の
委
託
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
、
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。
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